
(案 )            資料４  
自転車駐車場利用登録制度の見直しについて（建議）  

 
 このことについて、平成１７年度審議会の答申に基づき慎重に審議

した結果、下記事項について速やかに必要な措置をとられるよう建議

します。  
 

記  
１  登録制度から施設利用制度への転換について  

施 設 利 用 者 の 受 益 者 負 担 を 原 則と し て 、 利 用 登 録 制 度 か ら 施 設

利用制度への転換について検討されたい。  
その利用期間は１年とし、年度途中からの利用に対応するため、

月 額 単 位 を 設 け ま す 。 ま た 、 施 設 を 利 用 し な く な っ た 場 合 は 、 使

用しない残りの月数分の使用料を返還できるよう措置されたい。  
 
２  施設使用料金の設定について  

施 設 使 用 料 金 の 改 定 に あ た っ ては 、 借 地 料 を 含 む 施 設 管 理 運 営

費 と 施 設 整 備 に 要 し た 費 用 と し 、 自 転 車 収 容 可 能 台 数 を 基 に 積 算

す る こ と と し 、 施 設 の グ レ ー ド や 駅 舎 ま で の 距 離 、 更 に は 施 設 の

利用率に応じた料金体系とすることが望ましい。  
ま た 、 市 内 居 住 者 と 市 外 居 住 者の 料 金 格 差 を 是 正 し 、 高 校 生 以

下の使用料に対しては割引率の引き下げについて検討されたい。  
な お 、 今 回 の 料 金 改 定 に つ い ては 、 将 来 的 な 部 分 を 見 据 え た 値

上 げ と な ら な い よ う 留 意 す る が 、 今 後 は 、 概 ね ５ 年 を 目 途 に 料 金

の見直しが必要と考える。  
  た だ し 、 新 た な 駐 車 場 の 整 備 や 大 規 模 な 修 繕 が 生 じ た 場 合 は そ

の都度見直すことが望ましい。  
 
３  運営管理のあり方について  

運 営 管 理 の 時 間 は 、 現 行 の 午 前６ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ７ 時 ま で と

し 、 施 設 利 用 の 受 付 に つ い て は 、 現 地 で の 受 付 を 視 野 に 入 れ 利 用

者 の 利 便 性 向 上 に 努 め る と と も に 、 当 該 施 設 が 公 の 施 設 と な っ た

場合、指定管理者制度の導入について検討されたい。  
 

 



その他の検討事項                    資料５  
 

（１）  料金体系についての考え方  
平 成 １ ９ 年 度 第 ２ 回 審 議 会 で 議 論 し て い た だ き ま し た 料 金

体系についてですが、それぞれのメリット、デメリットを比

較検討したところ、年度途中からの月額単位を設けることに

より、料金体系を２種類以上にするメリットが少なく、逆に

事 務 が 煩 雑 に な る こ と や ス テ ッ カ ー の 交 付 枚 数 が 増 え 必 要

経費が嵩むことなどから、料金体系は１年間の１種類としま

す。  
（２）  一時利用への対応について  

駐車場利用登録台数が収容可能台数を超過していて、一時利

用を設定するには、新たな用地確保が必要であることや、６

駅中４駅に民間の自転車預かり所があり、そこで一時利用が

可能なことなどから、今回の条例改正では一時利用の設置は

行わないこととします。  
（３）  自動二輪車の駐車場利用について  

自動二輪車を駐車させるには、新たに駐車場用地を確保し自

動二輪車の重量に耐えられる路盤工事が必要です。  
現時点では用地確保が困難なことなどから、現条例どおり自

転車及び原動機付自転車（５０ｃｃまで）のみの利用登録と

します。  
 


